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第三者評価

 

課
題
・
改
善
点
の
可
視
化

　

｢

福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三
者
評
価｣

は
、

施
設
・
事
業
所
が
提
供
す
る
保
育
・
介

護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
公
正
・
中

立
な
第
三
者
機
関
（
評
価
機
関
）
が
、

専
門
的
か
つ
客
観
的
な
立
場
か
ら
評
価

し
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
仕
組
み
で

す
。

　

評
価
結
果
は
、
福
祉
施
設
な
ど
の
理

念
や
基
本
方
針
を
具
体
化
し
、
よ
り
よ

い
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
に
向
け
た
到
達
度

を
示
す
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

社
会
福
祉
法
で
は
、
社
会
福
祉
事
業

を
経
営
す
る
事
業
者
が
、
自
ら｢

提
供

す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図

る
よ
う
努
力
す
る
こ
と｣

が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
の
有
効
な
手
段

の
一
つ
と
し
て｢

福
祉
サ
ー
ビ
ス
第
三

者
評
価｣
が
あ
り
ま
す
。

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
践
に
お
い
て
、

利
用
者
支
援
を
可
視
化
し
、
客
観
的
に

サ
ー
ビ
ス
内
容
や
水
準
を
示
す
こ
と

は
、
利
用
者
の
権
利
擁
護
を
実
現
す
る

こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。

　

岩
手
県
社
会
福
祉
協
議
会
は
、
岩
手

県
知
事
か
ら
認
証
を
受
け
た
第
三
者
評

価
機
関
の
一
つ
と
し
て
、
全
国
に
先
駆

け
て
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
モ
デ
ル

事
業
（
平
成
13
年
）
を
実
施
し
て
以
来
、

通
算
（
平
成
13
年
度
～
平
成
28
年
度
）

２
４
６
施
設
・
事
業
所
の
評
価
を
実
施

し
て
き
ま
し
た
。

　

第
三
者
評
価
の
評
価
調
査
者
は
、
福

祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
管
理
業
務
経
験
者

と
、
福
祉
・
医
療
・
保
健
分
野
の
有
資

格
者
で
養
成
研
修
を
修
了
し
た
54
名
を

岩
手
県
社
会
福
祉
協
議
会
が
委
嘱
し
て

い
ま
す
。

　

第
三
者
評
価
は
、
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
沿
っ
て
、
県
が
定
め
た
福
祉
サ
ー

ビ
ス
ご
と
の
評
価
基
準
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
ま
す
。
行
政
監
査
や
介
護
サ
ー
ビ

ス
情
報
の
公
表
と
は
異
な
り
、
一
部
の

種
別
を
除
き
受
審
は
任
意
で
す
。

　

し
か
し
、
受
審
の
必
要
性
を
感
じ
て

い
る
施
設
・
事
業
所
が
多
い
こ
と
か
ら
、

岩
手
県
社
会
福
祉
協
議
会
の
第
三
者
評

価
の
受
審
件
数
は
増
加
し
て
お
り
、
全

国
で
も
高
い
受
審
率
に
な
っ
て
い
ま

す
。

 

組
織
の
対
内
的
・
対
外
的
効
果

　

評
価
は
、
施
設
に
よ
る
自
己
評
価

（
60
～
87
の
評
価
項
目
を
ａ
・
ｂ
・
ｃ
）

と
、
評
価
調
査
者
に
よ
る
訪
問
調
査
、

家
族
等
ア
ン
ケ
ー
ト
、
利
用
者
ヒ
ア
リ

ン
グ
等
を
基
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

評
価
基
準
は
、
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
に

共
通
す
る｢

共
通
評
価
基
準｣

と
し

て
、
①
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
方
針
と

組
織
（
理
念
、
基
本
方
針
、
計
画
の
策

定
、
管
理
者
の
責
任
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
な
ど
）。

　

②
組
織
の
運
営
管
理
（
経
営
状
況
の

把
握
、
人
材
の
養
成
・
確
保
、
安
全
管

理
、
地
域
と
の
交
流
と
連
携
な
ど
）。

　

③
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

（
利
用
者
本
位
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、サ
ー

ビ
ス
の
質
の
確
保
、
サ
ー
ビ
ス
の
実
施

計
画
の
策
定
な
ど
）
と
、
サ
ー
ビ
ス
の

種
類
ご
と
に
定
め
ら
れ
た｢

内
容
評
価

基
準｣

に
よ
り
構
成
さ
れ
ま
す
。

　

受
審
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
受
審
説
明
→

受
審
申
込
→
契
約
→
評
価
基
準
研
修
会

の
実
施
→
事
業
者
の
自
己
評
価
→
訪
問

調
査
①
（
書
面
審
査
）
→
訪
問
調
査
②

（
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
）
→
合
議
→
決
定
委

員
会
の
決
定
→
結
果
報
告
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

評
価
結
果
は
、
細
目
ご
と
の
評
価
コ

メ
ン
ト
と｢

ａ｣
｢

ｂ｣
｢

ｃ｣

の
３
段

階
で
明
示
さ
れ
、
総
評
（
特
に
評
価
の

高
い
点
、
改
善
が
求
め
ら
れ
る
点
）
と

受
審
し
た
事
業
所
の
コ
メ
ン
ト
も
盛
り

込
ま
れ
ま
す
。

　

第
三
者
評
価
受
審
の
効
果
と
し
て

は
、
①
利
用
者
の
安
全
、
権
利
擁
護
、

職
員
の
質
の
向
上
、中
長
期
計
画
な
ど
、

健
全
な
福
祉
経
営
の
新
た
な
ヒ
ン
ト
を

得
る
き
っ
か
け
に
な
る

②
第
三
者
評
価
の
プ
ロ
セ
ス
（
職
場
で

の
自
己
評
価
、
訪
問
調
査
な
ど
）
を
通

し
て
、
職
員
の
気
づ
き
の
力
、
サ
ー
ビ

ス
の
改
善
点
、
課
題
の
共
有
化
が
深
ま

る③
利
用
者
・
家
族
へ
の
調
査
を
通
し
て
、

利
用
者
本
位
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
役
立

つな
ど
、
対
内
的
・
対
外
的
な
効
果
が
あ

　福祉サービス第三者評価は、福祉サービス事業者と共にサービスの質の向上に取り
組む仕組みです。評価機関として、事業の普及・推進に取り組んでいる岩手県社会福
祉協議会の状況などをお知らせします。

特 集
信頼され、選択されるサービス事業者へ
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げ
ら
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
度
か
ら
は
、
社
会
的
養
護

関
係
施
設
は
毎
年
自
己
評
価
を
行
う
と

と
も
に
、
３
年
に
１
度
、
第
三
者
評
価

を
受
審
・
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
ま
し
た
。

　

第
三
者
評
価
受
審
を
希
望
さ
れ
る
場

合
は
、
自
己
評
価
の
進
め
方
か
ら
評
価

結
果
の
報
告
ま
で
、
岩
手
県
社
会
福
祉

協
議
会
が
、
直
接
、
事
業
者
の
状
況
を

伺
い
な
が
ら
進
め
て
い
ま
す
。

 

第
三
者
評
価
活
用
へ
の
期
待

　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
、
向
上

に
向
け
た
取
組
は
、
喫
緊
の
課
題
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
担
う

人
材
確
保
や
資
質
向
上
へ
の
取
組
も
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
第
三

者
評
価
の
活
用
に
よ
る
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
向
上
や
合
理
的
配
慮
の
実
践
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

１．組織の対内的な効果
①�現在提供しているサービスを点検することにより、意欲的に

取り組めるところ、改善すべきところが明らかになります。
②�サービスの質の向上に向けて、具体的な目標を設定して取り
組むことができます。

③�第三者評価受審のプロセスで、自己評価などを通じて職員の
気づきを促すとともに、改善意欲の醸成・課題の共有を図る
ことができます。

２．組織の対外的な効果
①�第三者評価を受けることにより、利用者や家族、地域から信

頼が得られます。
②�事業者のサービスの質の向上に向けた、積極的な取組姿勢を
ＰＲすることができます。

期 待 さ れ る 効 果

第三者評価の公表

岩手県社会福祉協議会ホームページ
http://www.iwate-shakyo.or.jp/

｢福祉サービス第三者評価のご案内｣ をご覧ください。

詳しいことは　岩手県社会福祉協議会福祉経営支援部
☎019（637）9611 までお気軽にご相談ください。

受審施設種別の評価数
（平成13～28年度）

施設種別 施設数
高齢者施設 88
障がい児・者施設 87
保育所 20
社会的養護関係施設 25
その他（児童施設） 26

合��計 246 施設
（公表件数　　　　　　183 施設）

岩手県社会福祉協議会の
第三者評価の実施状況（平成13～28年度）

年度 施設数 年度 施設数
平成 13 5 平成 21 24
平成 14 9 平成 22 16
平成 15 1 平成 23 27
平成 16 2 平成 24 17
平成 17 8 平成 25 23
平成 18 15 平成 26 20
平成 19 21 平成 27 15
平成 20 28 平成 28 15

計　246 施設
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子
ど
も
の
最
善
の
利
益
を
目
指
し
た
受
審
に
よ
り

施
設
の｢

強
み｣｢

弱
み｣｢

改
善
点｣

が
見
え
て
く
る

整
備
を
図
り
ま
し
た
。
評
価
項
目
の
着

眼
点
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
、
さ
ら
に

実
施
し
た
記
録
を
デ
ー
タ
化
し
、
誰
に

で
も
説
明
で
き
る
資
料
と
し
て
整
理
し

ま
し
た
。
ま
た
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
項

目
ご
と
に
担
当
者
を
決
め
て
取
り
組
み

ま
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
り
施
設
の「
強
み
」と「
弱

み
」
を
把
握
で
き
、
改
善
点
や
取
り
組

む
べ
き
課
題
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。

　

第
三
者
評
価
受
審
の｢

総
括｣

（
27

年
度
）
で
は
、〈
子
ど
も
か
ら
の
相
談

や
意
見
の
積
極
的
な
把
握
と
組
織
的
な

対
応
〉
が
、
特
に
優
れ
た
取
組
み
と
し

て
高
い
評
価
を
頂
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
か
ら
の
意
見
や
要
望
に
つ
い

て
は
、｢
要
望
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル｣

に

そ
の
手
順
を
定
め
、
迅
速
に
対
応
し
ま

し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
施
設
全
体
で
子

ど
も
た
ち
の
心
に
寄
り
添
っ
た
質
の
高

い
養
育
を
展
開
し
て
い
る
と
評
価
し
て

頂
き
ま
し
た
。

平
成
19
年
度
か
ら

７
回
の
受
審
を
通
し
て

　

一
関
市
の
社
会
福
祉
法
人
ふ
じ
の
園

｢
児
童
養
護
施
設
一
関
藤
の
園｣

の
職
員

数
は
40
名
、
定
員
数
は
51
名
（
本
園
45

名
、
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
６
名
）

で
す
。
基
本
理
念
を｢

祈
り
と
感
謝
の

心｣

、
養
育
目
標
を｢
自
己
定
理
の
た

め
に
個
性
や
可
能
性
を
最
大
限
に
発
揮

し
て
、
未
来
を
切
り
開
く
子
ど
も｣�

と

し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
精
神

を
運
営
基
盤
と
し
て
い
ま
す
。

　

第
三
者
評
価
の
受
審
は
、
平
成
19
年

度
か
ら
平
成
28
年
度
ま
で
の
７
回
を
数

え
ま
す
。
受
審
の
動
機
は
、
①
子
ど
も

の
最
善
の
利
益
を
目
指
し
て
養
育
の
質

を
高
め
た
い
こ
と
②
客
観
的
な
評
価
を

得
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
を
明
確
に
す

る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
で
す
。

　

２
年
目（
平
成
20
年
度
）か
ら
は
サ
ー

ビ
ス
向
上
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
着
眼

点
に
沿
っ
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
規
程
等
の

　

第
三
者
評
価
受
審
の
効
果
に
つ
い
て

は
、
①
第
三
者
評
価
は
改
善
活
動
で
あ

る
だ
け
に
、
職
員
の
意
識
や
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
が
変
わ
る
②
提
供
す
る
サ
ー
ビ

ス
の
質
の
向
上
に
よ
り
、
利
用
者
へ
の

養
育
・
支
援
の
充
実
が
図
ら
れ
る
③
評

価
の
内
容
が
児
童
養
護
施
設
運
営
指
針

と
リ
ン
ク
し
て
お
り
、
標
準
的
な
業
務

が
確
立
さ
れ
る
④
評
価
者
に
よ
る
客
観

的
な
評
価
は
、
外
部
の
目
が
入
る
こ
と

で
透
明
性
を
確
保
で
き
る
等
の
効
果
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

利
用
者
や
地
域
か
ら

必
要
と
さ
れ
る
法
人
（
施
設
）
へ

　

第
三
者
評
価
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
組

織
的
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
施
設
は
、

一
部
の
職
員
だ
け
で
は
良
い
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
全

職
員
が
同
じ
意
識
や
同
じ
情
報
を
共
有

し
て
は
じ
め
て
良
い
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

が
図
ら
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
①
課
題
を
全
職
員
が

共
有
し
課
題
解
決
の
た
め
に
全
員
で
取

り
組
む
こ
と
②
施
設
の「
あ
る
べ
き
姿
」

を
み
ん
な
で
考
え
、
あ
る
べ
き
姿
に
近

づ
け
る
こ
と
（
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
い

創
意
工
夫
す
る
）
③
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
管
理

サ
イ
ク
ル
を
回
す
こ
と
④
必
要
と
す
る

情
報
と
分
析
力
を
持
ち
、
組
織
的
に
取

り
組
む
こ
と
⑤
横
の
関
係
（
法
人
、
関

係
機
関
、
行
政
等
）、
縦
の
関
係
（
世

代
間
）
も
含
め
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

作
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を

継
続
し
て
い
く
こ
と
が
利
用
者
や
地
域

か
ら
必
要
と
さ
れ
る
法
人
（
施
設
）
に

変
わ
っ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

第
三
者
評
価
の
受
審
は
、
新
し
い
学

び
や
気
付
き
の
機
会
で
も
あ
り
ま
す
。

社
会
福
祉
法
人
（
施
設
）
は
、
一
般
企

業
の
よ
う
に
業
績
（
数
値
）
で
評
価
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
７
回
受
審

し
て
い
ま
す
が
、
改
善
で
き
て
い
な
い

項
目
も
多
々
あ
り
ま
す
。そ
れ
ゆ
え
に
、

施
設
が
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
自
己
評
価
し
客
観
的
な
第
三
者
評

価
に
繋
げ
て
い
く
取
り
組
み
が
有
効
だ

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

平
成
29
年
８
月
に
新
た
な
社
会
的
養

育
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
か
ら

「
新
し
い
社
会
養
育
ビ
ジ
ョ
ン
」
が
示

さ
れ
、
社
会
的
養
護
関
係
施
設
に
と
っ

て
は
大
き
な
転
換
期
を
迎
え
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

　

制
度
や
仕
組
み
が
変
わ
っ
て
も
、
そ

の
中
心
に
は
子
ど
も
の
存
在
が
あ
り
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
の
大
き
な
可
能
性
を

引
き
出
し
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の
最

善
の
利
益
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
が
私

た
ち
児
童
養
護
施
設
の
使
命
で
あ
り
、

大
人
の
責
務
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

利
用
者
の
満
足
度
、地
域
の
満
足
度
、

職
員
の
満
足
度
を
高
め
る
法
人（
施
設
）

づ
く
り
の
た
め
に
第
三
者
評
価
を
取
り

入
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に
質
の
高
い
サ
ー

ビ
ス
を
こ
れ

か
ら
も
提
供

し
て
い
き
た

い
と
考
え
て

い
ま
す
。

第三者評価を受審して社会福祉法人ふじの園

児童養護施設
一関藤の園

利用者、地域、職員の満足度を高める法人（施設）づくりへ

児童養護施設一関藤の園

児童養護施設一関藤の園

渡部俊幸園長

職員と歓談する渡部園長
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と
期
待
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
法
人
が
運
営
す
る
６
園
の｢

あ

り
の
ま
ま｣

を
受
審
し
て
も
ら
い
な
が

ら
、
少
し
で
も
社
会
福
祉
法
人
の
説
明

責
任
の
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

あ
り
の
ま
ま
か
ら
出
発
し
た

第
三
者
評
価
の
受
審
で

し
っ
か
り
と
説
明
責
任
を
果
た
す
法
人
に

　

当
法
人
が
第
三
者
評
価
を
受
け
た

き
っ
か
け
は
、
平
成
21
年
に
民
間
移
管

で
保
育
園
を
運
営
す
る
こ
と
に
な
り
、

受
審
が
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
契
機

で
す
。
そ
の
た
め
平
成
20
年
度
に
当
法

人
の｢

森
の
子
保
育
園｣

が
民
間
機
関

の
第
三
者
評
価
を
受
審
し
、
不
足
点
な

ど
の
充
実
に
努
め
ま
し
た
。

　

そ
の
後
は
岩
手
県
社
会
福
祉
協
議
会

の
第
三
者
評
価
を｢

平
舘
保
育
園｣

（
平

成
24
年
度
）、｢

杉
の
子
保
育
園｣

（
平

成
25
年
度
）、｢

森
の
子
保
育
園｣

（
平

成
26
年
度
）
の
順
に
３
年
連
続
で
受
審

し
、
今
年
度
は
「
あ
し
ろ
保
育
園
」
も

受
審
し
ま
し
た
。

　

自
己
評
価
に
つ
い
て
は
園
ご
と
に
園

長
を
中
心
に
行
い
、
利
用
者
へ
の
調
査

は
各
年
齢
数
名
に
記
入
し
て
も
ら
い
ま

し
た
。
受
審
で
何
よ
り
も
心
掛
け
た
こ

と
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
状
を
見
て
も

ら
う
こ
と
と
し
、
職
員
か
ら
何
の
抵
抗

「
あ
り
の
ま
ま
」
を
見
て
も
ら
っ
た

第
三
者
評
価
の
受
審

　

当
法
人
は
昭
和
46
年
に
大
更
の
民
家

２
階
を
借
用
し
て
杉
の
子
保
育
園
（
無

認
可
）
を
開
園
し
、
昭
和
50
年
に
定
員

60
人
の
認
可
保
育
園
と
な
り
ま
し
た
。

　

時
代
の
流
れ
と
と
も
に
子
ど
も
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
表
面
化
し
て

い
る
こ
と
や
、
自
然
環
境
や
地
球
温
暖

化
な
ど
の
諸
問
題
も
多
い
こ
と
か
ら
、

平
成
元
年
に
〈｢

我
ら
地
球
人｣
み
ん

な
の
笑
顔
の
た
め
に
〉（
子
ど
も
・
保

護
者
・
利
用
者
・
地
域
・
職
員
・
地
球
）

と
い
う
経
営
理
念
を
策
定
し
、
保
育
理

念
は
〈
自
分
を
背
定
で
き
る
子
に
育
て

ま
し
ょ
う
〉
と
し
ま
し
た
。

　

と
も
に
大
き
な
理
念
で
す
が
、
園
児

と
そ
の
ご
家
族
、
職
員
の
幸
福
を
追
求

し
な
が
ら
、地
域
か
ら
笑
顔
が
あ
ふ
れ
、

保
育
園
か
ら
笑
顔
が
広
が
る
保
育
運
営

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

感
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

よ
い
と
こ
ろ
や
足
り
な
い
と
こ
ろ
を

指
導
し
て
頂
き
、
受
審
後
は
た
だ
ち
に

｢

求
め
ら
れ
る
改
善
点｣

及
び｢

評
価

結
果｣

に
基
づ
い
て
、
改
善
計
画
を
策

定
し
て
取
り
組
み
ま
し
た
。
十
分
と
は

ま
だ
言
え
な
い
の
で
す
が
一
歩
一
歩
で

す
。

　

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
必
要
に
応
じ
て
見
直

し
て
い
ま
す
。
見
直
し
等
の
記
録
を
残

す
作
業
に
つ
い
て
は
、
評
価
者
に
わ

か
っ
て
も
ら
え
、
記
録
を
残
す
職
員
に

無
理
が
か
か
ら
な
い
形
は
な
い
か
と
探

り
な
が
ら
や
っ
て
い
ま
す
。

法
人
の
レ
ベ
ル
を
高
め
た

第
三
者
評
価
の
受
審

　

法
人
が
運
営
す
る
６
つ
の
保
育
園
が

毎
年
一
回
ず
つ
受
審
す
る
と
、
各
園
が

６
年
に
一
度
、
第
三
者
評
価
機
関
か
ら

評
価
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
６
つ
の
保
育
園
の
職
員
一

人
ひ
と
り
の
意
欲
ア
ッ
プ
と
質
の
高
い

サ
ー
ビ
ス
提
供
に
つ
な
が
り
、
同
時
に

法
人
全
体
に
と
っ
て
と
て
も
良
い
効
果

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か

第三者評価を受審して
社会福祉法人
杉の子会 経営理念は ｢我ら地球人｣  みんなの笑顔のために 

写真は「あしろ保育園」の園児たち

あしろ保育園

社会福祉法人杉の子会

遠藤一子理事長
兼平舘保育園園長

社会福祉法人杉の子会
保育事業

　●杉の子保育園
　●森の子保育園
　●平舘保育園
　●大更保育園
　●あしろ保育園
　●畑保育園


